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１ はじめに 

開発許可を受けた後に、都市計画法（以下「法」という。）第３０条第１項各号に掲げ

る事項を変更しようとする場合には、法第３５条の２の規定に基づき変更許可が必要とさ

れています。ただし、軽微な変更に限り、変更届で足りるものとしています。 

このパンフレットは、開発許可事項の変更を予定している申請者の方に、変更許可等の

手続きに関してご理解いただくためのものですが、あくまでも一般的な事例について説明

しています。 

そのため、ご不明な点や開発許可事項の変更を予定している方は、必ず事前にご相談く

ださるようお願いします。 

 

 

 

２ 変更許可又は変更届の取扱いについて 

変更許可になるか変更届になるかは、当然のことながら変更事項及び利用目的によって

異なります。事前に変更事項についてご相談いただき、その上で変更手続きの要否と、そ

の手続き方法について判断させていただきます。 

（１）変更許可を要する場合 

ア 開発区域の位置、区域及び規模 

イ 予定建築物又は特定工作物の用途 

ウ 開発行為に関する設計（設計説明書、土地利用計画図等の平面図及び断面図） 

エ 工事施行者（自己業務用の開発行為で開発区域が１ｈａ以上のもの。非自己の開発 

行為で工事施行者の代表者名、称号、所在地の変更以外のもの） 

オ 利用目的（自己用・非自己用の別、居住用・業務用の別） 

カ 法第３４条の該当号及びその理由（市街化調整区域に限る） 

キ 資金計画 

（２）変更届（軽微な変更）を要する場合 

ア 開発区域の変更を伴わない予定建築物等の各敷地の形状変更（各敷地の規模の増減 

が１０分の１未満に限る） 

イ 工事施行者（自己居住用の開発行為、自己業務用の開発行為は開発区域が１ｈａ未 

満に限る。非自己用の開発行為は工事施行者の代表者名、称号、所在地の変更に限る） 

ウ 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更



３ 変更許可等の添付書類等 

 変更許可申請 変更届 

提 出 部 数 ２部（正副各１部） ２部（正副各１部） 

申 請 手 数 料 あり なし 

処 理 期 間 の 目 安 最長２３日 

（閉庁日等を除く） 

― 

一般的な添付書類 委任状 

変更事項一覧明細書 

  変更部分に関する図面のみを、変更前と変更後に分

けて添付してください。 

  土地利用計画図等の平面図には、変更箇所等を色分

けした凡例を明示するなどして、容易に判断できるよ

うお願いします。 

その他の添付書類 変更内容に応じて、必要

書類を求めます。 

（例：工事施行者の変更

の場合は、技術者名簿等） 

変更内容に応じて、必

要書類を求めます。 

申 請 又 は 届 出 

書 類 に 係 る 処 理 

変更許可通知書の交付

（変更許可番号が最終的

な許可番号となるので大

切に保存してください） 

決裁後、受理した旨の

副本をお返しします。 

 

 

 

４ 注意事項 

○  変更事項の内容が、開発行為又は開発行為に関する工事により既存の公共施設の変

更又は廃止に関係する場合は、法第３２条の規定に基づく公共施設管理者の同意を再

度求める場合があります。 

○  変更事項の内容が、開発行為又は開発行為に関する工事により新設される公共施設

に関係する場合は、法第３２条の規定に基づく同意、協議が必要となります。



様式第８号（第５条関係） 

開発許可事項変更許可申請書 

年  月  日  

 （宛先）鶴ヶ島市長 

 

申請者 住所                   

氏名                ○印  

 

 

 

 

 都市計画法第３５条の２第１項の規定により、開発許可に係る事項の変更の許可を受けた

いので、下記のとおり申請します。 

記 

変

更

の

概

要 

開発区域に含まれる地域の名称  

開発区域の面積 
全区域面積 工区別面積 

 ㎡  

予定建築物等の用途  

工事施行者の住所・氏名  

工事着手予定年月日     年  月  日 

工事完了予定年月日     年  月  日 

自己の居住の用に供するもの、自己の業

務の用に供するもの、その他のものの別 
 

都市計画法第３４条の該当号及び該当す

る理由 
 

その他必要な事項  

 許可番号    年  月  日 指令  第   号 

 変更の理由  

※ 手数料欄 ※ 受付処理欄 

※ 変更の許可に付した条件  

※ 変更許可番号    年  月  日 指令  第   号 

 備考 

  １ ※印の欄には、記入しないこと。 

  ２ 「変更の概要（「その他必要な事項」の欄を除く。）」の欄は、変更前及び変更後の内容を対

照させて記入すること。 

  ３ 「都市計画法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調

整区域において行われる場合に記入すること。 

  ４ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令

による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記入すること。

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 



様式第９号（第６条関係） 

開発許可事項変更届出書 

年  月  日  

 

 （宛先）鶴ヶ島市長 

 

 

届出者 住所                   

氏名                ○印  

 

 

電話番号   （   ）         

 

 

 都市計画法第３５条の２第３項の規定により、開発許可に係る事項の変更について、下記

のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更に係る事項 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

３ 許可番号 

 

 

 

 備考 変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

    なお、設計の変更の場合は、別途設計説明書及び設計図を添付すること。 

 

 

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 


